
政
令
第

号

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い

、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
十
項
、
第
六
十
二

条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
七
十
三
条
第
一
項
並
び
に
同
法
第
三
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
都
市
計
画

法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
第
五
号
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
二

条
第
一
項
第
七
号
、
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
十
九
条
第
二
項
本
文
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第

七
号
）
第
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
並
び
に
第
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
並
び
に
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第
十
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を
図
る
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
会
社
の
要
件
）



第
二
十
条

法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
総
株
主
（
株
主
総
会
に
お
い
て
決

議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
主
を
除
く
。
）
の
議
決
権
に
占

め
る
市
町
村
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
行
う
市
町
村
長
の
統
括
す
る
市
町
村
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
有
す
る
議
決
権
の
割
合
が
百
分
の
三
以
上
で
あ
る
こ
と
、
持
分
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号

）
第
五
百
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持
分
会
社
を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
そ
の
社
員
の
う
ち
に
市
町
村
が
あ
る
こ
と

と
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
七
条
と
し
、
同
条
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
基
準
）

第
十
八
条

法
第
六
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
第
十
四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
等
に
つ
い
て
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

自
転
車
道
、
自
転
車
歩
行
者
道
又
は
歩
道
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
の
構
造
か
ら
み
て
道
路
の
構
造
又

は
交
通
に
著
し
い
支
障
の
な
い
場
合
を
除
き
、
当
該
工
作
物
を
設
け
た
と
き
に
自
転
車
又
は
歩
行
者
が
通
行
す
る
こ
と



が
で
き
る
部
分
の
一
方
の
側
の
幅
員
が
道
路
構
造
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）
第
十
条
第
三
項
本
文
、

第
十
条
の
二
第
二
項
又
は
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
幅
員
で
あ
る
こ
と
。

二

広
告
塔
又
は
看
板
の
表
示
部
分
を
車
両
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
八
号

に
規
定
す
る
車
両
を
い
う
。
）
の
運
転
者
か
ら
見
え
に
く
く
す
る
た
め
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

第
十
三
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
二
条
第
二
号
中
「
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
一
条
を
第
十
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
都
市
の
再
生
に
貢
献
し
、
道
路
の
通
行
者
又
は
利
用
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
施
設
等
）

第
十
四
条

法
第
四
十
六
条
第
十
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

広
告
塔
又
は
看
板
で
良
好
な
景
観
の
形
成
又
は
風
致
の
維
持
に
寄
与
す
る
も
の

二

食
事
施
設
、
購
買
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
で
道
路
の
通
行
者
又
は
利
用
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
も

の
三

道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
第
十
一
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
自
転
車
駐
車
器
具



で
自
転
車
を
賃
貸
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の

第
十
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
九
条
中
「
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
」
を
削
り
、
「
第
十
五
条
第
一
号
ニ
」
を
「
第
十
九
条
第
一
号
ニ
」
に
改

め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
八
条
を
第
十
条
と
し
、
第
七
条
を
第
九
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
特
定
都
市
道
路
内
に
建
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
建
築
物
に
関
す
る
基
準
）

第
七
条

法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三

十
八
号
）
第
百
四
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。

（
特
定
都
市
道
路
を
整
備
す
る
上
で
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
行
為
）

第
八
条

法
第
三
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定

を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の

三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
法
第
十
二
条
の
十
一
」
と
あ
る
の
は
、
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十

四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
」
と
す
る
。



附
則
第
二
項
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
る
。

（
道
路
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
三
号
中
「
瓦
」
を
「
瓦
」
に
改
め
、
同
条
中
第
七
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の

か
わ
ら

一
号
を
加
え
る
。

六

高
速
自
動
車
国
道
及
び
自
動
車
専
用
道
路
以
外
の
道
路
又
は
法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
高
速
自
動

車
国
道
若
し
く
は
自
動
車
専
用
道
路
の
連
結
路
附
属
地
（
以
下
「
特
定
連
結
路
附
属
地
」
と
い
う
。
）
に
設
け
る
食
事

施
設
、
購
買
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
（
第
十
一
号
に
掲
げ
る
施
設
を
除
く
。
）
で
こ
れ
ら
の
道
路
の
通
行

者
又
は
利
用
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
も
の

第
七
条
中
第
十
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

次
に
掲
げ
る
道
路
の
上
空
に
設
け
る
事
務
所
、
店
舗
、
倉
庫
、
住
宅
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
及
び
自
動
車
駐

車
場

イ

都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
高
度
地
区
（
建
築
物
の
高
さ
の

低
限
度
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限



る
。
）
及
び
高
度
利
用
地
区
並
び
に
同
項
第
四
号
の
二
の
都
市
再
生
特
別
地
区
内
の
高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車

専
用
道
路

ロ

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
都
市
道

路
（
イ
に
掲
げ
る
道
路
を
除
く
。
）

第
十
条
中
「
同
条
第
八
号
」
を
「
同
条
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
、
同
条
第
九
号
」
に
、
「
同
条
第
九
号
」
を
「
同
条
第
十

号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
及
び
第
十
一
条
の
七
第
一
項
」
を
「
、
第
十
一
条
の
七
第
一
項
及
び
第
十
一
条
の
八
第
一

項
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
第
十
一
条
の
八
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
十
一
条
の
七
第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
一
条
の
九

（4）

第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
第
十
一
条
の
八
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
一
条
の
九
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
一
条
の
七
第
一

項
第
一
号
、
第
十
一
条
の
九
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
一
条
の
十
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
九
第
一
項
中
「
第
七
条
第
九
号
」
を
「
第
七
条
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
の
十
と
す
る
。

第
十
一
条
の
八
第
一
項
中
「
第
七
条
第
九
号
」
を
「
第
七
条
第
十
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
（
昭
和
四
十
五
年
政

令
第
三
百
二
十
号
）
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
一
条
の
九
と
す
る
。

第
十
一
条
の
七
第
一
項
中
「
第
七
条
第
八
号
」
を
「
第
七
条
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
の
八
と
し
、
第
十
一



条
の
六
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
食
事
施
設
等
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

第
十
一
条
の
七

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
第
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
（
以
下
こ
の

条
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
「
食
事
施
設
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は

、
食
事
施
設
等
を
地
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

食
事
施
設
等
の
道
路
の
区
域
内
の
地
面
に
接
す
る
部
分
は
、
車
道
以
外
の
道
路
の
部
分
に
あ
る
こ
と
。

二

自
転
車
道
、
自
転
車
歩
行
者
道
又
は
歩
道
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
の
構
造
か
ら
み
て
道
路
の
構
造
又

は
交
通
に
著
し
い
支
障
の
な
い
場
合
を
除
き
、
当
該
食
事
施
設
等
を
設
け
た
と
き
に
自
転
車
又
は
歩
行
者
が
通
行
す
る

こ
と
が
で
き
る
部
分
の
一
方
の
側
の
幅
員
が
道
路
構
造
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）
第
十
条
第
三
項
本

文
、
第
十
条
の
二
第
二
項
又
は
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
幅
員
で
あ
る
こ
と
。

２

第
十
条
第
一
号
（
ロ
及
び
ハ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
は
、
食
事
施
設
等
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

第
十
二
条
第
一
号
イ
中
「
は
く
離
」
を
「
剝
離
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
特
定
仮
設
店
舗
等
」
の
下
に
「
又
は
食
事
施
設



等
（
特
定
連
結
路
附
属
地
に
設
け
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
第
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
特
定
連
結
路
附
属

地
に
設
け
る
も
の
及
び
同
条
第
十
一
号
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

別
表
第
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
並
び
に
同
条
第
七
号
に
掲
げ
る
施
設
及
び
自
動
車
駐
車
場
、
第
七
条
第
八
号
に
掲
げ

る
応
急
仮
設
建
築
物
、
第
七
条
第
九
号
に
掲
げ
る
器
具
及
び
第
七
条
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
施
設
の
項
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の

Ａ
に
〇
・
〇
一
二

Ａ
に
〇
・
〇
一
六

Ａ
に
〇
・
〇
二
を

第
七
条
第
六

道
路
の
路
面
下
に
設
け
る
も

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

乗
じ
て
得
た
額

号
に
掲
げ
る

の

施
設

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
を
乗
じ
て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
八
を
乗
じ
て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇
一
二

Ａ
に
〇
・
〇
一
六

Ａ
に
〇
・
〇
二
を

第
七
条
第
七

建
築
物

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

乗
じ
て
得
た
額



号
に
掲
げ
る

Ａ
に
〇
・
〇
〇
九

Ａ
に
〇
・
〇
一
一

Ａ
に
〇
・
〇
一
四

施
設

そ
の
他
の
も
の

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

第
七
条
第
八

建
築
物

Ａ
に
〇
・
〇
二
を
乗
じ
て
得
た
額

号
に
掲
げ
る

施
設
及
び
自

占
用
面
積

Ａ
に
〇
・
〇
〇
九

Ａ
に
〇
・
〇
一
一

Ａ
に
〇
・
〇
一
四

そ
の
他
の
も
の

動
車
駐
車
場

一
平
方
メ

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の

ー
ト
ル
に

第
七
条
第
九

Ａ
に
〇
・
〇
一
二

Ａ
に
〇
・
〇
一
六

Ａ
に
〇
・
〇
二
を

道
路
の
路
面
下
に
設
け
る
も

つ
き
一
年

号
に
掲
げ
る

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

乗
じ
て
得
た
額

の

応
急
仮
設
建

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
を
乗
じ
て
得
た
額

築
物

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
八
を
乗
じ
て
得
た
額

第
七
条
第
十
号
に
掲
げ
る
器
具

Ａ
に
〇
・
〇
二
八
を
乗
じ
て
得
た
額



ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
速
自

動
車
国
道
若
し
く
は
自
動
車

Ａ
に
〇
・
〇
一
二

Ａ
に
〇
・
〇
一
六

Ａ
に
〇
・
〇
二
を

第
七
条
第
十

専
用
道
路
（
高
架
の
も
の
に

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

乗
じ
て
得
た
額

一
号
に
掲
げ

限
る
。
）
の
路
面
下
に
設
け

る
施
設

る
も
の

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
を
乗
じ
て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
八
を
乗
じ
て
得
た
額

別
表
の
備
考
第
七
号
中
「
第
七
条
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
第
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
特
定
連
結
路
附

属
地
に
設
け
る
も
の
及
び
同
条
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。

（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
号
中
「
、
第
七
号
、
第
十
号
」
を
「
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
同
号
に
規
定
す
る
特
定
連
結
路
附
属
地
に
設
け

る
も
の
並
び
に
同
条
第
七
号
、
第
八
号
」
に
改
め
る
。



（
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
六
条
第
七
号
中
「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
並
び
に
同
法
に
規
定
す
る
都
市
利
便
増
進
協
定
に
関
す
る
こ
と
」
を
加

え
る
。附

則

こ
の
政
令
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
特
定
都
市
道
路
内
に
建
築
す
る
こ
と
が
で
き
る

建
築
物
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
等
関
係
政
令
の
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
道
路
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
占
用

の
許
可
に
係
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
と
し
て
、
特
定
都
市
道
路
の
上
空
に
設
け
る
事
務
所
等
を
追
加
す
る
等
の
必
要
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。


